
 

 

平成 19 年 12 月 21 日 

各 位 

株式会社 埼 玉 り そ な 銀 行 
 

 

「地域密着型金融の推進に関する方針」について 

 

 

 

埼玉りそな銀行（社長 川田 憲治）は、「地域密着型金融の推進に関する方針」を策定しま

したのでお知らせします。 

 

本方針は、平成 15 年度以降、当社が積極的に推進してまいりました地域密着型金融の取組

み（「リレーションシップバンキング機能強化計画（平成 15・16 年度）」、「地域密着型金融推

進計画（平成 17・18 年度）」）を受け継ぎ、今後も恒久的に地域密着型金融の推進に取り組む

ための方針や推進策等を定めたものです。 

 

なお、詳細については、別添資料をご覧ください。 

 

 

 
以 上 
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◆ 地域密着型金融とは、金融機関が地域の皆さまとの長期的な取引関係により得られた情報をもとに、質の高い対面交渉等を

通じて、早い時点で経営改善に取り組むとともに、中小企業金融における貸出機能等を強化することにより、金融機関自身

の収益向上を図ることを本質とするものです。

1.地域密着型金融とは1.地域密着型金融とは

ⅠⅠ..「地域密着型金融の推進に関する方針」の策定・公表にあたって「地域密着型金融の推進に関する方針」の策定・公表にあたって

Ｐ1Ｐ1

2.「地域密着型金融の推進に関する方針」の位置づけ2.「地域密着型金融の推進に関する方針」の位置づけ

◆ 当社は、平成15年3月開業以来、「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指す銀行像に掲げ、

地域・お客さまのﾆｰｽﾞにあった高品質な金融ｻｰﾋﾞｽの提供に努めるとともに、貸出等の金融機能を通じて地域経済社会の発展

・活性化に貢献し、地域の皆さまと共存共栄することが地域金融機関としての基本的使命との認識のもと、恒久的な取組み

として地域密着型金融を積極的に推進しております。

※具体的な取組み・成果等につきましては、後述参考1「これまでの主な取組み」、および当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「地域密着型金融への取組み」掲載の『ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ

ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画』（平成15年～16年度）、『地域密着型金融推進計画』（平成17年～18年度）等をご参照願います。

◆ また、平成18年11月、「地域・お客さまから最も支持されるｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾊﾞﾝｸ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ」を将来ﾋﾞｼﾞｮﾝとする、りそなｸﾞﾙｰﾌﾟの
『経営の健全化のための計画』の策定・公表にあたり、当社においても地域密着型金融の継続推進・更なる機能強化等を織り

込んだ中期経営計画（平成18年～21年度）を策定・公表し、引続き各種の地域密着型金融の推進策に取り組んでおります。

◆ 本「地域密着型金融の推進に関する方針」は、上記の当社経営計画における地域密着型金融推進の方針や具体的な取組み等

を改めて取りまとめ・公表するものです。



ⅠⅠ..「地域密着型金融の推進に関する方針」策定・公表にあたって「地域密着型金融の推進に関する方針」策定・公表にあたって

3.「地域密着型金融の推進に関する方針」の基本コンセプト3.「地域密着型金融の推進に関する方針」の基本コンセプト
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◆ 本方針は、推進期間を平成19年～21年度として、以下の3つの取組みを柱に、更なる地域密着型金融機能の強化・具体的な
成果の積上げおよび開示・公表等を通じて、地域密着型金融推進に継続的かつ恒久的に取り組み、より地域・お客さま・

当社の価値向上に努めるとともに、地域経済社会への一層の貢献を目指すものです。

1. ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた取引先企業の支援強化

2. 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

3. 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

4.推進・公表体制4.推進・公表体制

(1). 推進体制(1). 推進体制

(2). 公表体制(2). 公表体制

◆ 当社では、各取組み毎に推進責任部署を定め、具体的な各種取組み施策については各推進責任部署の業務施策等に織り込み

経営の管理・監督のもと進捗状況や成果・実績を管理し、全社的な取組みとして地域密着型金融を推進しております。

◆ 本方針については、その進捗状況、成果・実績、主な取組み事例等を１年毎にとりまとめ、再ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援に資する取組み

等とあわせて公表してまいります。公表にあたっては、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｼﾞｬｰ誌への掲載等さまざまな機会を通じ

て、詳細かつ分かりやすい情報開示に努めてまいります。



ⅡⅡ..「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み
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1.概要1.概要

(1)  ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた取引先企業の支援強化

◇創業（含む第二創業）・新事業に対する支援強

化

◇産学官連携への対応強化

◇事業承継支援への取組み強化

◇経営改善支援・事業再生支援への取組み強化

◇多様な人材を活用した木目細かな取引先企業へ

への支援

(1)  ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた取引先企業の支援強化

◇創業（含む第二創業）・新事業に対する支援強

化

◇産学官連携への対応強化

◇事業承継支援への取組み強化

◇経営改善支援・事業再生支援への取組み強化

◇多様な人材を活用した木目細かな取引先企業へ

への支援

(2) 事業価値を見極める融資手法をはじめ
中小企業に適した資金供給手法の徹底

◇個人保証・不動産担保に過度に依存しな

い融資への取組み強化

◇会計参与制度の活用や「中小企業の会計

に関する指針」の普及へ向けた取組み

◇専門機関等との連携による融資手法多様

化への取組み

◇目利き機能の更なる向上

(2) 事業価値を見極める融資手法をはじめ
中小企業に適した資金供給手法の徹底

◇個人保証・不動産担保に過度に依存しな

い融資への取組み強化

◇会計参与制度の活用や「中小企業の会計

に関する指針」の普及へ向けた取組み

◇専門機関等との連携による融資手法多様

化への取組み

◇目利き機能の更なる向上

地域密着型金融の推進に関する方針（平成19年～21年度）地域密着型金融の推進に関する方針（平成19年～21年度）

2.目標指標（平成21年度）2.目標指標（平成21年度）

◇実勢業務純益 800億円

当期利益 400億円

◇実勢業務純益 800億円

当期利益 400億円

(3) 地域の情報集積を活用した
持続可能な地域経済への貢献

◇地域経済活性化に向けた、地公体や経済

諸団体、地元企業等との連携強化

◇地域を担う若い世代や、高齢者への金融

知識識の普及に向けた取組み強化

◇地域のお客さまの声に基づくｻｰﾋﾞｽ改革の

推進

(3) 地域の情報集積を活用した
持続可能な地域経済への貢献

◇地域経済活性化に向けた、地公体や経済

諸団体、地元企業等との連携強化

◇地域を担う若い世代や、高齢者への金融

知識識の普及に向けた取組み強化

◇地域のお客さまの声に基づくｻｰﾋﾞｽ改革の

推進

◇不良債権比率 1.5％◇不良債権比率 1.5％

◇創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向けﾌｧﾝﾄﾞ活用先 年間25先以上◇創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向けﾌｧﾝﾄﾞ活用先 年間25先以上

◇経営改善計画策定支援先 年間30先以上◇経営改善計画策定支援先 年間30先以上
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ⅡⅡ..「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み

3.具体的取組み3.具体的取組み
(1). ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた取引先企業の支援強化(1). ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた取引先企業の支援強化

創業（含む第二創業）・新事業支援に対する支援

強化

創業（含む第二創業）・新事業支援に対する支援

強化
「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」・「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」等、創業（含む第二
創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの推進

「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」・「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」等、創業（含む第二
創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの推進

産学官連携への対応強化産学官連携への対応強化 地元大学との提携等による、産学官連携ﾆｰｽﾞのある県内中小企業等との引き
合わせの推進

地元大学との提携等による、産学官連携ﾆｰｽﾞのある県内中小企業等との引き
合わせの推進

事業承継支援への取組み強化事業承継支援への取組み強化
自社株評価等のご提案の展開、お客さま向け事業承継ｾﾐﾅｰの開催、社員のｿ
ﾘｭｰｼｮﾝ能力向上に向けた研修の実施等、お取引先企業の事業承継ﾆｰｽﾞに対す
る対応力の強化

自社株評価等のご提案の展開、お客さま向け事業承継ｾﾐﾅｰの開催、社員のｿ
ﾘｭｰｼｮﾝ能力向上に向けた研修の実施等、お取引先企業の事業承継ﾆｰｽﾞに対す
る対応力の強化

経営改善支援・事業再生支援への取組み強化経営改善支援・事業再生支援への取組み強化

改善計画策定提案の実施等、お客さま（未取引先も含む）とのﾘﾚｰｼｮﾝを重視
した経営改善支援への取組み強化

改善計画策定提案の実施等、お客さま（未取引先も含む）とのﾘﾚｰｼｮﾝを重視
した経営改善支援への取組み強化

多様な人材を活用したきめ細かな取引先企業への

支援

多様な人材を活用したきめ細かな取引先企業への

支援
団塊世代の退職者（金融機関ＯＢ等）の能力を活用した中小企業向け融資の
推進等の取組み実施

団塊世代の退職者（金融機関ＯＢ等）の能力を活用した中小企業向け融資の
推進等の取組み実施

再生ﾌｧﾝﾄﾞの活用等、各種事業再生手法のﾉｳﾊｳ蓄積と積極活用再生ﾌｧﾝﾄﾞの活用等、各種事業再生手法のﾉｳﾊｳ蓄積と積極活用

営業斡旋への積極取組み等、情報機能を活用した支援の強化営業斡旋への積極取組み等、情報機能を活用した支援の強化
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ⅡⅡ..「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み

3.具体的取組み3.具体的取組み
(2). 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底(2). 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

個人保証・不動産担保に過度に依存しない融資へ

の取組み強化

個人保証・不動産担保に過度に依存しない融資へ

の取組み強化

会計参与制度の活用や「中小企業の会計に関する

指針」の普及へ向けた取組み

会計参与制度の活用や「中小企業の会計に関する

指針」の普及へ向けた取組み

ｼﾝｼﾞｹｰﾄ･ﾛｰﾝの推進等、中小企業の資金調達手段の円滑化・多様化への対応
力強化

ｼﾝｼﾞｹｰﾄ･ﾛｰﾝの推進等、中小企業の資金調達手段の円滑化・多様化への対応
力強化

動産担保を活用した融資強化、新たな融資ｽｷｰﾑの検討動産担保を活用した融資強化、新たな融資ｽｷｰﾑの検討

目利き機能の向上目利き機能の向上

「会計参与導入ﾛｰﾝ」の有効活用および「中小企業の会計に関する指針の適
用に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用した信用保証協会付融資の利用促進

「会計参与導入ﾛｰﾝ」の有効活用および「中小企業の会計に関する指針の適
用に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用した信用保証協会付融資の利用促進

「目利き研修」の実施等による、企業の将来性・技術力等を的確に評価でき
る目利き人材の更なる育成強化

「目利き研修」の実施等による、企業の将来性・技術力等を的確に評価でき
る目利き人材の更なる育成強化

専門機関等との連携による融資手法多様化への取

組み

専門機関等との連携による融資手法多様化への取

組み
税理士会等の専門機関と連携した融資商品等の取扱いの推進税理士会等の専門機関と連携した融資商品等の取扱いの推進
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ⅡⅡ..「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み「地域密着型金融の推進に関する方針」の概要・具体的取組み

3.具体的取組み3.具体的取組み
(3). 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(3). 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸団体、

地元企業等との連携強化

地域経済活性化に向けた、地公体や経済諸団体、

地元企業等との連携強化

ﾘﾚｰｼｮﾝ強化による情報収集力の向上と、情報の有効活用による地域経済活性
化への貢献

ﾘﾚｰｼｮﾝ強化による情報収集力の向上と、情報の有効活用による地域経済活性
化への貢献

地公体等の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟしたﾛｰﾝ商品提供等の実施地公体等の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟしたﾛｰﾝ商品提供等の実施

地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識の普

及に向けた取組み強化

地域を担う若い世代や、高齢者への金融知識の普

及に向けた取組み強化

地域の若い世代に金融・経済知識や銀行の役割を正しく身に付けていただく
ことを狙いとした、「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」の開催

地域の若い世代に金融・経済知識や銀行の役割を正しく身に付けていただく
ことを狙いとした、「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」の開催

地域開発案件等への積極的取組みと、案件手法の多様化に対するｿﾘｭｰｼｮﾝ機
能提供等、対応力の強化

地域開発案件等への積極的取組みと、案件手法の多様化に対するｿﾘｭｰｼｮﾝ機
能提供等、対応力の強化

地公体業務民間委託の実施を踏まえた地公体からのﾆｰｽﾞ吸収や業者紹介等の
取組み強化

地公体業務民間委託の実施を踏まえた地公体からのﾆｰｽﾞ吸収や業者紹介等の
取組み強化

地域のお客さまの声に基づくｻｰﾋﾞｽ改革の推進地域のお客さまの声に基づくｻｰﾋﾞｽ改革の推進 「埼玉りそなVOC」に寄せられた地域のお客さまの声に基づく、各種ｻｰﾋﾞｽ
向上策の実施

「埼玉りそなVOC」に寄せられた地域のお客さまの声に基づく、各種ｻｰﾋﾞｽ
向上策の実施

地域への金融知識の普及を目的とした資産運用等各種ｾﾐﾅｰの実施地域への金融知識の普及を目的とした資産運用等各種ｾﾐﾅｰの実施

年金受給世代の公的年金制度に関する知識の普及を図るため、年金相談会等
の積極開催

年金受給世代の公的年金制度に関する知識の普及を図るため、年金相談会等
の積極開催
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◇法人部 新事業支援室の設置

・事業計画の策定、販路拡大、技術評価、資金調達

手法等の相談、サポート

・産学官ﾈｯﾄﾜｰｸの整備・強化、創業・新事業等に係る

情報交換・共有化

・創業・新事業支援にふさわしい融資商品・ファンド・

手法の開発、導入取扱い

・目利き人材の育成、教育

◇関東甲信越・静岡地域 産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融

会議への幹事行としての参画

◇法人部 新事業支援室の設置

・事業計画の策定、販路拡大、技術評価、資金調達

手法等の相談、サポート

・産学官ﾈｯﾄﾜｰｸの整備・強化、創業・新事業等に係る

情報交換・共有化

・創業・新事業支援にふさわしい融資商品・ファンド・

手法の開発、導入取扱い

・目利き人材の育成、教育

◇関東甲信越・静岡地域 産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融

会議への幹事行としての参画

◇産学官ネットワークの構築・活用

・政策金融機関との業務提携（国民金融公庫、日本

政策投資銀行、中小企業金融公庫、商工中金等）

・地元商工諸団体との業務提携（16商工会議所、
70商工会）
・さいたま市産業創業財団との相互協力協定の締結

・埼玉大学との相互協力協定の締結

・バイオディーゼル燃料をテーマとした、中小企業と

早稲田大学との意見交換の場を創出

◇産学官ネットワークの構築・活用

・政策金融機関との業務提携（国民金融公庫、日本

政策投資銀行、中小企業金融公庫、商工中金等）

・地元商工諸団体との業務提携（16商工会議所、
70商工会）
・さいたま市産業創業財団との相互協力協定の締結

・埼玉大学との相互協力協定の締結

・バイオディーゼル燃料をテーマとした、中小企業と

早稲田大学との意見交換の場を創出

◇「埼玉りそなＶファンド」の創設・活用
・上場公開を必ずしも前提としない、企業の成長段階

に柔軟に対応する投資・融資ﾌｧﾝﾄﾞ（公的補助金つ

なぎ融資も可能

・融資8件、144百万円、投資4件、160百万円

◇「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ」の活用
・投資累計12社、284百万円
・上記投資先より東証ﾏｻﾞｰｽへ上場1社

◇グリーンシート市場の活用
・ﾃﾞｨｰﾌﾞﾚｲﾝ証券、ＩＰＯ証券との業務協力

◇「埼玉りそなＶファンド」の創設・活用
・上場公開を必ずしも前提としない、企業の成長段階

に柔軟に対応する投資・融資ﾌｧﾝﾄﾞ（公的補助金つ

なぎ融資も可能

・融資8件、144百万円、投資4件、160百万円

◇「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ」の活用
・投資累計12社、284百万円
・上記投資先より東証ﾏｻﾞｰｽへ上場1社

◇グリーンシート市場の活用
・ﾃﾞｨｰﾌﾞﾚｲﾝ証券、ＩＰＯ証券との業務協力
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◇融資部 経営支援室の設置
・経営改善支援取組み先への再生計画の策定、財務

改善、資金調達手法等の相談、サポート

・埼玉県中小企業再生支援協議会への人材派遣

・関東信越税理士会 埼玉県支部連合会との連携

・外部専門ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、監査法人等との連携による

経営相談の実施

・目利き人材の育成、教育の実施

◇「埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ」の組成
・全国初の地域限定の再生ファンド

・活用累計6件、23億円

◇埼玉県企業再生制度融資の活用
・活用累計59件、26億円

◇新たな企業再生手法の研究・活用
・ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型事業再生（老舗菓子製造企業・ﾎﾃﾙ

事業の再生に導入）

・ＤＩＰ、ＤＤＳ、ＲＣＣ信託ｽｷｰﾑ等の個別導入検証等

◇融資部 経営支援室の設置
・経営改善支援取組み先への再生計画の策定、財務

改善、資金調達手法等の相談、サポート

・埼玉県中小企業再生支援協議会への人材派遣

・関東信越税理士会 埼玉県支部連合会との連携

・外部専門ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、監査法人等との連携による

経営相談の実施

・目利き人材の育成、教育の実施

◇「埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ」の組成
・全国初の地域限定の再生ファンド

・活用累計6件、23億円

◇埼玉県企業再生制度融資の活用
・活用累計59件、26億円

◇新たな企業再生手法の研究・活用
・ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型事業再生（老舗菓子製造企業・ﾎﾃﾙ

事業の再生に導入）

・ＤＩＰ、ＤＤＳ、ＲＣＣ信託ｽｷｰﾑ等の個別導入検証等

◇地域の特性や取組み等と連携した新融資商品
の創設・活用
・担保・保証に依存しないｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ商品

「埼玉倶楽部」 （利用累計1,361件、447億円）
「保証革命」 （ 〃 275件、59億円）

・埼玉県ﾄﾗｯｸ協会と提携した低公害車向け「埼ト協

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車特別融資制度」

・税理士会、ＴＫＣと提携した「ｱｼｽﾄ保証」「ＴＫＣｱｼｽﾄ

保証」

・財）さいたま住宅検査ｾﾝﾀｰと提携した「住宅建築

ｻﾎﾟｰﾄ保証」

・信用保証協会保証「ﾋﾞｼﾞﾈｽｶｰﾄﾞﾛｰﾝ当座貸越根

保証」

・医業専用融資「ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧﾝﾄﾞ」「ﾒﾃﾞｨｶﾙ保証ﾌｧﾝﾄﾞ」

・環境保全融資商品「埼玉りそな環境ﾌｧﾝﾄﾞ」の導入

◇知的財産権等による新たな融資手法の導入
・特許権担保、新株予約権付融資を「埼玉りそなＶ

ﾌｧﾝﾄﾞ」を活用し、日本政策投資銀行と協調融資

◇地域の特性や取組み等と連携した新融資商品
の創設・活用
・担保・保証に依存しないｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ商品

「埼玉倶楽部」 （利用累計1,361件、447億円）
「保証革命」 （ 〃 275件、59億円）

・埼玉県ﾄﾗｯｸ協会と提携した低公害車向け「埼ト協

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車特別融資制度」

・税理士会、ＴＫＣと提携した「ｱｼｽﾄ保証」「ＴＫＣｱｼｽﾄ

保証」

・財）さいたま住宅検査ｾﾝﾀｰと提携した「住宅建築

ｻﾎﾟｰﾄ保証」

・信用保証協会保証「ﾋﾞｼﾞﾈｽｶｰﾄﾞﾛｰﾝ当座貸越根

保証」

・医業専用融資「ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧﾝﾄﾞ」「ﾒﾃﾞｨｶﾙ保証ﾌｧﾝﾄﾞ」

・環境保全融資商品「埼玉りそな環境ﾌｧﾝﾄﾞ」の導入

◇知的財産権等による新たな融資手法の導入
・特許権担保、新株予約権付融資を「埼玉りそなＶ

ﾌｧﾝﾄﾞ」を活用し、日本政策投資銀行と協調融資

◇中小企業者向け融資専門ﾁｬﾈﾙ「ビジネスローン
センター」の設置
・中小企業経営者専用の相談・融資提案ﾁｬﾈﾙとして
県内10拠点を設置
・70名の経験豊富な金融機関ＯＢをｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとして
配置

◇ビジネス情報交流会の積極開催
・埼玉県広域ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報交流会「ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾘｰﾅ2004」
の共催
・地域毎の産業技術交流会の開催

◇りそなマネジメントスクール受講者を対象とした
交流会の開催

◇「独立・開業ハンドブック」の発行・配布

◇相談・提案力強化に向けた人材育成
・創業・新事業支援、事業再生支援に係る当社独自
の目利き人材研修の実施
・私募債、Ｍ＆Ａ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ等に関する本部
機能の強化、および訪問提案等の実施

◇中小企業者向け融資専門ﾁｬﾈﾙ「ビジネスローン
センター」の設置
・中小企業経営者専用の相談・融資提案ﾁｬﾈﾙとして
県内10拠点を設置
・70名の経験豊富な金融機関ＯＢをｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとして
配置

◇ビジネス情報交流会の積極開催
・埼玉県広域ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報交流会「ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾘｰﾅ2004」
の共催
・地域毎の産業技術交流会の開催

◇りそなマネジメントスクール受講者を対象とした
交流会の開催

◇「独立・開業ハンドブック」の発行・配布

◇相談・提案力強化に向けた人材育成
・創業・新事業支援、事業再生支援に係る当社独自
の目利き人材研修の実施
・私募債、Ｍ＆Ａ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ等に関する本部
機能の強化、および訪問提案等の実施

参考１参考１. . これまでの主な取組みこれまでの主な取組み～～「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画」（平成「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画」（平成1515年～年～1616年度）年度）
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◇「地域運営」による地域密着の営業体制の整備
・埼玉県を行政区に沿って4つの地域分け、各地域に
営業統括責任者を配置し、迅速かつ木目細かな対

応を徹底

◇地域密着のﾛｰﾝ商品等の開発

・「県産木材使用住宅専用ﾛｰﾝ」

・「彩の国の家住まいるﾛｰﾝ」

・さいたま住宅検査ｾﾝﾀｰと提携した優良住宅向け

「住まいの安心ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ」

・県内介護事業者と提携した「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾛｰﾝ」

・県内法科大学院との提携教育ﾛｰﾝ取扱（大宮法科

大学院、独協大学）

・「埼玉の家 子育て応援!！住宅ﾛｰﾝ」、「埼玉の家

子育てゆとりのｱﾊﾟｰﾄ・賃貸ﾏﾝｼｮﾝﾛｰﾝ」

・「埼玉の家 耐震ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝ」

・教育ローン優遇施策の展開

◇「地域運営」による地域密着の営業体制の整備
・埼玉県を行政区に沿って4つの地域分け、各地域に
営業統括責任者を配置し、迅速かつ木目細かな対

応を徹底

◇地域密着のﾛｰﾝ商品等の開発

・「県産木材使用住宅専用ﾛｰﾝ」

・「彩の国の家住まいるﾛｰﾝ」

・さいたま住宅検査ｾﾝﾀｰと提携した優良住宅向け

「住まいの安心ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ」

・県内介護事業者と提携した「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾛｰﾝ」

・県内法科大学院との提携教育ﾛｰﾝ取扱（大宮法科

大学院、独協大学）

・「埼玉の家 子育て応援!！住宅ﾛｰﾝ」、「埼玉の家

子育てゆとりのｱﾊﾟｰﾄ・賃貸ﾏﾝｼｮﾝﾛｰﾝ」

・「埼玉の家 耐震ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝ」

・教育ローン優遇施策の展開

◇埼玉県内PFI事業への参画
・県内初のPFI「彩の国資源循環工場」へ参画

・越谷広域斎場事業向け協調融資へ主幹事と

して参画

◇地域・営業情報等の情報提供力、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝ

ｸﾞ機能の強化に向けた「情報ﾃﾞｽｸ」の設置

◇平日営業時間延長、土日営業、休日相談会

の実施

◇ＴＶ電話による利便性向上

・ＴＶ電話を13ヶ所に設置

・口座開設に加え、諸届け、納税、連続振込み等の

機能拡大

・ローン相談用ＴＶ電話の導入

◇各種偽造ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ対策の展開

◇埼玉県内PFI事業への参画
・県内初のPFI「彩の国資源循環工場」へ参画

・越谷広域斎場事業向け協調融資へ主幹事と

して参画

◇地域・営業情報等の情報提供力、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝ

ｸﾞ機能の強化に向けた「情報ﾃﾞｽｸ」の設置

◇平日営業時間延長、土日営業、休日相談会

の実施

◇ＴＶ電話による利便性向上

・ＴＶ電話を13ヶ所に設置

・口座開設に加え、諸届け、納税、連続振込み等の

機能拡大

・ローン相談用ＴＶ電話の導入

◇各種偽造ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ対策の展開

◇証券仲介業務の開始、遺言信託・遺産整理業

務に係る代理店業務開始

◇住民参加型ﾐﾆ公募債受託・販売

◇埼玉特化型投資信託「桜月 彩の国編」、銀行

業界初の女性向け投信「Ｌｏｖｅ Ｍｅ！」、投資

信託「CSRファンド 誠実の杜（もり）」の取扱

◇ 「埼玉りそな経済情報」誌の創刊

◇ 「こども110番のいえ」を全店展開

◇身体障害者補助犬法への対応

◇埼玉県ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度への協力

◇証券仲介業務の開始、遺言信託・遺産整理業

務に係る代理店業務開始

◇住民参加型ﾐﾆ公募債受託・販売

◇埼玉特化型投資信託「桜月 彩の国編」、銀行

業界初の女性向け投信「Ｌｏｖｅ Ｍｅ！」、投資

信託「CSRファンド 誠実の杜（もり）」の取扱

◇ 「埼玉りそな経済情報」誌の創刊

◇ 「こども110番のいえ」を全店展開

◇身体障害者補助犬法への対応

◇埼玉県ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度への協力
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◇地域金融円滑化への積極的な取組み
・当社一般貸出金は、計画期間において
＋1,300億円以上増加

◇経営改善支援への取組み
・経営改善支援取組み先590先のうち、 債務者区分
の上昇先 150先、債務者区分の維持先 255先
→ 上位遷移率＝25.4％

◇地域金融円滑化への積極的な取組み
・当社一般貸出金は、計画期間において
＋1,300億円以上増加

◇経営改善支援への取組み
・経営改善支援取組み先590先のうち、 債務者区分
の上昇先 150先、債務者区分の維持先 255先
→ 上位遷移率＝25.4％

◇お客さまへの説明態勢の整備、相談・苦情処理

機能の強化

・融資契約書等の説明態勢強化に向けた専担者配置

・事例研修やQ&A等による説明態勢強化研修の実施

・社内ＬＡＮ活用による苦情報告の一元化（分析・対応

策の検討、事例研修等の実施）

◇お客さまの声を経営施策に反映する仕組み

「埼玉りそなＶＯＣ」の導入

・お客さまの声を反映し、商品・ｻｰﾋﾞｽの改善につな

げる仕組みとして声を一元化（分析・対応策の検討

・実施）

◇お客さまへの説明態勢の整備、相談・苦情処理

機能の強化

・融資契約書等の説明態勢強化に向けた専担者配置

・事例研修やQ&A等による説明態勢強化研修の実施

・社内ＬＡＮ活用による苦情報告の一元化（分析・対応

策の検討、事例研修等の実施）

◇お客さまの声を経営施策に反映する仕組み

「埼玉りそなＶＯＣ」の導入

・お客さまの声を反映し、商品・ｻｰﾋﾞｽの改善につな

げる仕組みとして声を一元化（分析・対応策の検討

・実施）

◇地域貢献に関する情報開示
・ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ機能強化計画の進捗を半年毎

にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を活用して開示

・当社の財務内容、地域への貸出・預り金等の情報、

地域貢献への取組み状況等を、ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌・

ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｼﾞｬｰ誌等で積極開示

◇財務健全性の一層の向上に向けた取組み
・厳正な格付・自己査定の実施

・ＤＣＦ法による引当額算定方法の導入

・改正事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等を踏まえた開示債権判定基準、

要管理債権運用ﾏﾆｭｱﾙ等の見直し

・不動産担保評価における早期処分減価率導入に

よる担保評価の更なる厳正化

◇地域貢献に関する情報開示
・ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ機能強化計画の進捗を半年毎

にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を活用して開示

・当社の財務内容、地域への貸出・預り金等の情報、

地域貢献への取組み状況等を、ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌・

ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｼﾞｬｰ誌等で積極開示

◇財務健全性の一層の向上に向けた取組み
・厳正な格付・自己査定の実施

・ＤＣＦ法による引当額算定方法の導入

・改正事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等を踏まえた開示債権判定基準、

要管理債権運用ﾏﾆｭｱﾙ等の見直し

・不動産担保評価における早期処分減価率導入に

よる担保評価の更なる厳正化

16,000

17,000

18,000

19,000

15/3末 16/3末 16/9末 17/3末

参考１参考１. . これまでの主な取組みこれまでの主な取組み～～「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画」（平成「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画」（平成1515年～年～1616年度）年度）



参考１参考１. . これまでの主な取組みこれまでの主な取組み～～「地域密着型金融推進計画」（平成「地域密着型金融推進計画」（平成1717年～年～1818年度）年度）
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◇創業・新事業支援の強化

○融資審査能力（目利き）の向上

・案件組立能力・与信判断力養成研修の実施（延べ

4回、253名参加）
○企業・事業展開に資する情報の提供、支援の

実施

・ﾍﾞﾝﾁｬｰ・第二創業企業向けに「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」

の積極活用（実績50件）
・中小企業基盤整備機構の制度を活用した「埼玉成

長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」の創設（実績2件）
・大学知的財産ﾏｯﾁﾝｸﾞｾﾐﾅｰを埼玉大学、群馬大学

と共催（23社参加）
・日本工業大学、東洋大学にて「産学連携ｾﾐﾅｰ」を

開催

◇取引先企業に対する経営相談・支援機能強化

○経営相談・支援機能の強化

・顧客紹介・営業斡旋等ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞへの積極的

取組み（成約件数2,797件）

・本部ｻﾎﾟｰﾄ体制の強化（不動産流動化6件、Ｍ＆Ａ

8件実施）

・大規模商談会「彩の国ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾘｰﾅ2006、2007」の

実施
・情報の一元化、対応速度向上に向け法人ＣＲＭｼｽ
ﾃﾑを全店展開

○要注意債権等の健全債権化等に向けた取組

み強化

・審査担当者、外部専門家等による経営改善・再生

支援の実施

○健全債権化等の強化に関する実績の公表等

・経営改善支援取組み先526先について、債務者区

分上位遷移183先（遷移率34.8％）

◇創業・新事業支援の強化

○融資審査能力（目利き）の向上

・案件組立能力・与信判断力養成研修の実施（延べ

4回、253名参加）
○企業・事業展開に資する情報の提供、支援の

実施

・ﾍﾞﾝﾁｬｰ・第二創業企業向けに「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」

の積極活用（実績50件）
・中小企業基盤整備機構の制度を活用した「埼玉成

長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」の創設（実績2件）
・大学知的財産ﾏｯﾁﾝｸﾞｾﾐﾅｰを埼玉大学、群馬大学

と共催（23社参加）
・日本工業大学、東洋大学にて「産学連携ｾﾐﾅｰ」を

開催

◇取引先企業に対する経営相談・支援機能強化

○経営相談・支援機能の強化

・顧客紹介・営業斡旋等ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞへの積極的

取組み（成約件数2,797件）

・本部ｻﾎﾟｰﾄ体制の強化（不動産流動化6件、Ｍ＆Ａ

8件実施）

・大規模商談会「彩の国ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾘｰﾅ2006、2007」の

実施
・情報の一元化、対応速度向上に向け法人ＣＲＭｼｽ
ﾃﾑを全店展開

○要注意債権等の健全債権化等に向けた取組

み強化

・審査担当者、外部専門家等による経営改善・再生

支援の実施

○健全債権化等の強化に関する実績の公表等

・経営改善支援取組み先526先について、債務者区

分上位遷移183先（遷移率34.8％）

◇事業再生に向けた積極的な取組み

○事業再生に向けた積極的な取組み

・地域金融機関連合型再生ﾌｧﾝﾄﾞ「埼玉中小企業再

生ﾌｧﾝﾄﾞ」の組成（実績2件）
・ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生等の先進的再生手法の積

極活用

・埼玉県中小企業再生支援協議会、外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

等の積極活用

○再生支援実績に関する情報開示の拡充、再

生ﾉｳﾊｳ共有化の一層の推進

・再生支援の具体的事例等のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載、ﾏｽｺﾐ

へのﾘﾘｰｽの実施

・本部審査担当者の営業店・取引先訪問による再生

ﾉｳﾊｳの還元・共有化

◇担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

○担保・保証に過度に依存しない融資の推進

・ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品の推進（取扱実績20,299件、3,108億
円）

・新たなｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品等の取扱開始

①個人向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品「個人ｷｬﾗｸﾀｰ保証ﾌｧﾝﾄﾞ」

（176件、685百万円）、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ埼玉倶楽部ﾊﾟｰ
ｿﾅﾙ」（27件、135百万円）
②農林水産事業者向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品「埼玉りそな

ｱｸﾞﾘﾛｰﾝ」（6件、73百万円）
③県内ＮＰＯ法人向け融資商品「埼玉りそなＮＰＯ

応援ﾛｰﾝ」（1件、2百万円）

◇事業再生に向けた積極的な取組み

○事業再生に向けた積極的な取組み

・地域金融機関連合型再生ﾌｧﾝﾄﾞ「埼玉中小企業再

生ﾌｧﾝﾄﾞ」の組成（実績2件）
・ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生等の先進的再生手法の積

極活用

・埼玉県中小企業再生支援協議会、外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

等の積極活用

○再生支援実績に関する情報開示の拡充、再

生ﾉｳﾊｳ共有化の一層の推進

・再生支援の具体的事例等のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載、ﾏｽｺﾐ

へのﾘﾘｰｽの実施

・本部審査担当者の営業店・取引先訪問による再生

ﾉｳﾊｳの還元・共有化

◇担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

○担保・保証に過度に依存しない融資の推進

・ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品の推進（取扱実績20,299件、3,108億
円）

・新たなｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品等の取扱開始

①個人向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品「個人ｷｬﾗｸﾀｰ保証ﾌｧﾝﾄﾞ」

（176件、685百万円）、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ埼玉倶楽部ﾊﾟｰ
ｿﾅﾙ」（27件、135百万円）
②農林水産事業者向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品「埼玉りそな

ｱｸﾞﾘﾛｰﾝ」（6件、73百万円）
③県内ＮＰＯ法人向け融資商品「埼玉りそなＮＰＯ

応援ﾛｰﾝ」（1件、2百万円）

○中小企業の資金調達手法の多様化等

・多様な調達手法の活用～私募債（164件、288億
円）、ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ（6件、142億円）、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅ
ﾝｽ（2件、32億円）、売掛債権担保融資保証制度
（264件、64億円）、ＡＢＬ（1件、14百万円）

◇顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機

能の強化

○顧客への説明態勢の整備

・「顧客への説明態勢の強化Ｑ＆Ａ」の策定、社内

への周知徹底

・各種規則・ﾏﾆｭｱﾙ等の再整備、勉強会・研修会等

の実施

○相談苦情処理機能の強化

・苦情事例等の営業店への還元、事例の共有化

・苦情に対する感応度向上を目的とした研修等の

実施

◇人材の育成
○企業の将来性・技術力を的確に評価できる能
力の向上

・専門人材（製造業ＯＢ）と営業店担当者との取引先

帯同訪問によるＯＪＴ実施（148件）
・目利き研修の実施（355名参加）

○経営支援能力の向上

・企業再生支援人材育成研修の実施（253名参加）
・営業店ﾌﾞﾛｯｸ単位での融資部経営支援室による企

業再生支援勉強会の実施（360名参加）

○中小企業の資金調達手法の多様化等

・多様な調達手法の活用～私募債（164件、288億
円）、ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ（6件、142億円）、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅ
ﾝｽ（2件、32億円）、売掛債権担保融資保証制度
（264件、64億円）、ＡＢＬ（1件、14百万円）

◇顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機

能の強化

○顧客への説明態勢の整備

・「顧客への説明態勢の強化Ｑ＆Ａ」の策定、社内

への周知徹底

・各種規則・ﾏﾆｭｱﾙ等の再整備、勉強会・研修会等

の実施

○相談苦情処理機能の強化

・苦情事例等の営業店への還元、事例の共有化

・苦情に対する感応度向上を目的とした研修等の

実施

◇人材の育成
○企業の将来性・技術力を的確に評価できる能
力の向上

・専門人材（製造業ＯＢ）と営業店担当者との取引先

帯同訪問によるＯＪＴ実施（148件）
・目利き研修の実施（355名参加）

○経営支援能力の向上

・企業再生支援人材育成研修の実施（253名参加）
・営業店ﾌﾞﾛｯｸ単位での融資部経営支援室による企

業再生支援勉強会の実施（360名参加）
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◇リスク管理態勢の充実

・ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡの3つの柱（最低所要自己資本比率、監
査上の検証ﾌﾟﾛｾｽ、市場規律）に沿った態勢強化

◇収益管理態勢の整備と収益力の向上

・管理会計の精緻化

・信用ﾘｽｸ管理（格付・自己査定ｼｽﾃﾑ等）の高度化

・採算状況、ﾘｽｸ分析を通じた商品・ｻｰﾋﾞｽの強化

◇ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの強化

・各所管部署、代表者による財務内容の適正性の

確認の実施

◇リスク管理態勢の充実

・ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡの3つの柱（最低所要自己資本比率、監
査上の検証ﾌﾟﾛｾｽ、市場規律）に沿った態勢強化

◇収益管理態勢の整備と収益力の向上

・管理会計の精緻化

・信用ﾘｽｸ管理（格付・自己査定ｼｽﾃﾑ等）の高度化

・採算状況、ﾘｽｸ分析を通じた商品・ｻｰﾋﾞｽの強化

◇ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの強化

・各所管部署、代表者による財務内容の適正性の

確認の実施

◇法令等遵守態勢の強化

○法令等遵守状況の点検強化等

・担い手に応じた効果的・効率的な研修体制の構築

・ﾘｽｸ性商品販売における適切性確保に向けた販売

ﾙｰﾙ見直し、厳正運用の徹底

・取引等の適切性、広告等表示の適切性について見

直し実施、ﾏﾆｭｱﾙ等の高度化

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部によるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、営業店訪問・ﾁｪ

ｯｸ等の機能強化

◇法令等遵守態勢の強化

○法令等遵守状況の点検強化等

・担い手に応じた効果的・効率的な研修体制の構築

・ﾘｽｸ性商品販売における適切性確保に向けた販売

ﾙｰﾙ見直し、厳正運用の徹底

・取引等の適切性、広告等表示の適切性について見

直し実施、ﾏﾆｭｱﾙ等の高度化

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部によるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、営業店訪問・ﾁｪ

ｯｸ等の機能強化

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保

・情報漏えい事故根絶に向けた、郵送物削減等の各

種情報管理体制強化策の策定・実施

◇ＩＴの戦略的活用

○戦略実現、利用者の利便性向上・保護ﾙｰﾙ

徹底の戦略ﾂｰﾙとしてのＩＴ投資配分を実施

・生体認証付ＩＣｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ、ｶｰﾄﾞﾛｯｸｻｰﾋﾞｽ、ＡＴＭ

365日稼動等の開始

・ＣＲＭｼｽﾃﾑの構築、全店展開

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保

・情報漏えい事故根絶に向けた、郵送物削減等の各

種情報管理体制強化策の策定・実施

◇ＩＴの戦略的活用

○戦略実現、利用者の利便性向上・保護ﾙｰﾙ

徹底の戦略ﾂｰﾙとしてのＩＴ投資配分を実施

・生体認証付ＩＣｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ、ｶｰﾄﾞﾛｯｸｻｰﾋﾞｽ、ＡＴＭ

365日稼動等の開始

・ＣＲＭｼｽﾃﾑの構築、全店展開
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◇地域貢献等に関する情報開示

・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌「埼玉りそなＴＯＤＡＹ」の発刊

・事業再生事例、ＶＯＣ事例等をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ掲載

◇充実した分かりやすい情報開示の推進

・見易さ・使い易さを重視したﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更改

◇地域貢献等に関する情報開示

・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌「埼玉りそなＴＯＤＡＹ」の発刊

・事業再生事例、ＶＯＣ事例等をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ掲載

◇充実した分かりやすい情報開示の推進

・見易さ・使い易さを重視したﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更改

◇地域の利用者の満足度を重視した金融機関経

営の確立

・「埼玉りそなＶＯＣ」に寄せられた「お客さまの声」に

基づく各種ｻｰﾋﾞｽ向上策や利用者保護機能強化策

等の実施

・更なる顧客保護・利便性向上を図るべく、社長を委

員長とする「ｻｰﾋﾞｽ品質管理委員会」を設置

◇地域の利用者の満足度を重視した金融機関経

営の確立

・「埼玉りそなＶＯＣ」に寄せられた「お客さまの声」に

基づく各種ｻｰﾋﾞｽ向上策や利用者保護機能強化策

等の実施

・更なる顧客保護・利便性向上を図るべく、社長を委

員長とする「ｻｰﾋﾞｽ品質管理委員会」を設置

◇地域再生推進のための各種施策との連携等

・市街地開発組合向けﾌｧｲﾅﾝｽ83億円、土地区画

整理組合向けﾌｧｲﾅﾝｽ28億円、ＰＦＩ事業向けﾌｧｲ

ﾅﾝｽ32億円取扱

・埼玉県企業誘致大作戦への参画

・さいたま商工会議所等10団体とのＴＭＯ事業に関

わる業務協力締結

◇地域再生推進のための各種施策との連携等

・市街地開発組合向けﾌｧｲﾅﾝｽ83億円、土地区画

整理組合向けﾌｧｲﾅﾝｽ28億円、ＰＦＩ事業向けﾌｧｲ

ﾅﾝｽ32億円取扱

・埼玉県企業誘致大作戦への参画

・さいたま商工会議所等10団体とのＴＭＯ事業に関

わる業務協力締結

参考１参考１. . これまでの主な取組みこれまでの主な取組み～～「地域密着型金融推進計画」（平成「地域密着型金融推進計画」（平成1717年～年～1818年度）年度）



参考２参考２..用語解説用語解説

Ｐ11Ｐ11

CRMｼｽﾃﾑCRMｼｽﾃﾑ

DDSDDS

DIPﾌｧｲﾅﾝｽDIPﾌｧｲﾅﾝｽ

M&AM&A

PFIPFI

CRM（Customer Relationship Management）とは、お客さまとのﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟに基づき様々な各ﾆｰｽﾞに適した商品を提供することで
お客さま満足度を高め、収益力向上を目指すお客さま中心主義の経営概念。CRMｼｽﾃﾑとはこれを実現するためのｼｽﾃﾑです。

Debt Debt Swapの略。債権者が債務者に対して有する既存の債権を、別の条件の債権と交換すること。既存の債権
を、別の劣後する債権に交換する意味で使われることが一般的です。

再建型法的整理手続である民事再生法・会社更生法の申立後、計画認可決定前の債務者（DIP：Debtor In 
Possession）の事業継続に必要な融資のことです。

Mergers ＆ Acquisitionsの略。企業の合併や買収のことで、事業の拡大や再編、ｺｽﾄ削減等を目的とした経営戦略
の一つです。

Private Finance Initiativeの略。従来、公共部門が実施していた社会資本整備などの公共ｻｰﾋﾞｽを、事業の効率化
と公共事業費の削減等を目的に、民間部門の資金を導入し、民間事業者を中心に実施する方法です。

TMOTMO Town Management Organizationの略。中心市街地活性化法に基づき、中心市街地の商業活動を活性化させるため、
その活動を総合的に企画・調整して実現を図る機関のことです。

※ ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順、50音順となっております。

NPOは、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。「NPO法人」という場合には、
特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人を指すと解されています。NPONPO

ABLABL Asset Based Lending の略。集合動産担保融資のことで、企業が保有する在庫や売掛債権を担保に、資金調達する方法を
いいます。

ｶｰﾄﾞﾛｯｸｻｰﾋﾞｽｶｰﾄﾞﾛｯｸｻｰﾋﾞｽ

会計参与制度会計参与制度

再生ﾌｧﾝﾄﾞ再生ﾌｧﾝﾄﾞ

埼玉りそなVOC埼玉りそなVOC

偽造・盗難ｶｰﾄﾞの被害を抑止するため、携帯電話からの支払取引の停止登録・解除および状態照会が行える当社の
ｻｰﾋﾞｽです。ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞの第二の鍵として平成17年10月よりｻｰﾋﾞｽを開始しました。

平成18年5月の新会社法施行により導入された制度であり、中小会社の決算書における計算の適正性確保を目的としています。会
計参与は、株式会社の役員として取締役等と共同して計算書類等を作成する職務を遂行することとされています。

過剰債務に陥った企業の建て直しを目的として、投資家から集めた資金を再生企業に投資するﾌｧﾝﾄﾞのことです。

VOCはお客さまの声（Voice Of Customer）の略。お客さまの声を、商品・ｻｰﾋﾞｽの改善等のｻｰﾋﾞｽ改革に反映させる
当社の仕組みのことです。

産業ｸﾗｽﾀｰ計画（経済産業省が進める産学官による地域再生・産業集積計画）の支援を主な目的として、2003年に全
国11ﾌﾞﾛｯｸに設置された組織。地方銀行、信用金庫など多くの金融機関が参加しています。産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議



上位遷移上位遷移 自己査定における貸出先の債務者区分が、例えば「要注意先」→「正常先」のように上位区分に変更になること。

参考２参考２..用語解説用語解説

ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品
ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ（財務情報を中心とする多数の顧客ﾃﾞｰﾀに基づいて、統計的手法によって評点化を行い、信用力を判別
する仕組み）を審査に活用した融資商品のことです。

Ｐ12Ｐ12

手指の静脈ﾊﾟﾀｰﾝ情報(生体認証情報)でご本人確認をする「指静脈認証」を採用し、高いｾｷｭﾘﾃｨを確保したＩＣｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ。
生体認証情報は一人ひとり異なるので、ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞの「偽造｣｢盗難｣｢なりすまし」などによる不正な引き出しを防止します。生体認証ICｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ生体認証ICｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ

中小企業基盤整備機構中小企業基盤整備機構

ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ

ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡ（新BIS規制）ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡ（新BIS規制）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ

目利き人材目利き人材

ﾘｽｸ性商品ﾘｽｸ性商品

中小企業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付・出資、助成および債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の
運営等の事業を行い、中小企業事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とした独立行政法人です。

非遡及型融資のこと。通常の融資は企業自体に資金を貸出すため、担保を処分しても残存額に満たない場合は債務が残り、引き
続き返済が必要となるが、ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝでは特定の事業を対象に融資し、返済は担保の範囲内に限定されます。

ﾘｽｸ評価の精緻化、金融機関自身のﾘｽｸ管理の重視、市場規律の活用等を目的に、2007年3月期から実施される、金融
機関の自己資本比率に関する新しい国際合意。

企業の信用力や担保価値に依存せず、特定の事業（ﾌﾟﾛｼﾞｭｴｸﾄ）の事業性そのものを審査・評価し、融資した元利金
の返済原資をﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運営から生み出されるｷｬｯｼｭﾌﾛｰに限定する融資形態のことです。

経営者（企業）の資質、技術力、販売力等から見た企業の将来性等を的確に判断し、または事業再生等に関する専門能力を有する
人材のことです。

払い込んだり、預け入れた資金が目減りする可能性がある金融商品のことで、相場変動や運用次第で資金が目減り
することのある株式、投資信託、外貨預金、変額保険等を一般的に指します。

実勢業務純益実勢業務純益
金融機関の本業での収益を表す業務純益から、一般貸倒引当金繰入額を除いたもので、基本的な収益力を表す指標

のことです。


